
四万十町の公式アプリ「４００１０～ヒミツのともだち～」は、

四万十町をマップとしたRPGゲームです。釣りやカヌーなどの

ミニゲームで、四万十町をまるごと楽しむことができます。アプ

リをダウンロードして四万十町を隅々まで遊びつくしましょう！

iphone用QRコード

android用QRコード

工　事　名　等 工事場所等 落札業者名 契約金額（円） 入札日 工    期

令和 5 年度　十浚渫　第 2 号白井川　河川浚渫工事 十川 (有)外崎建設 6,622,000 12/7 12.14 ～ 2.29

令和 5 年度　十道防　第 1 号町道大道日吉線　道路防災対策工事 久保川 (有)松元建設 4,279,000 12/7 12.14 ～ 3.31

令和 5 年度　公単災　第 45 号小野地区公衆用道路　道路災害復旧工事 小野 (有)松元建設 6,501,000 12/7 12.14 ～ 3.31

令和 5 年度　5 災　第 127 号町道二の又線　道路災害復旧工事 井崎 (有)十和建設 9,185,000 12/7 12.14 ～ 3.31

令和 5 年度　防安金　第 6-3-1 号町道川ノ内芳川線　道路改良工事 芳川 (株)井原組 4,213,000 12/7 12.14 ～ 3.10

令和 5 年度　防安金　第 6-7-1 号町道大奈路中津川線　道路改良工事（赤岩工区） 木屋ヶ内 (株)井原組 23,848,000 12/7 12.14 ～ 3.27

令和 5 年度　5 災　第 222 号一級水系準用河川　柳ノ川　河川災害復旧工事 口神ノ川 (有)三浦建設 2,772,000 12/7 12.14 ～ 3.31

令和 5 年度　5 災　第 221 号一級水系普通河川　羽立川　河川災害復旧工事 家地川 (有)トシマ建設 5,577,000 12/7 12.14 ～ 3.31

令和 5 年度　防安金　第 1-18-1 号町道針木線　上宮大橋耐震補強設計委託業務 上宮 (有)高南技術コンサルタント 15,400,000 12/7 12.14 ～ 3.27

令和 5 年度　移住定住促進用中間管理住宅改修工事（小野）（建築主体） 小野 芝工務店 16,830,000 12/26 1.6 ～ 3.31

令和 5 年度　四万十町国民健康保険大正診療所施設改修工事 大正 (株)田邊建設 15,730,000 12/26 1.6 ～ 3.20

令和 5 年度　移住定住促進用中間管理住宅改修工事（小野）（電気設備） 小野 岡山電気(株) 2,926,000 12/26 1.6 ～ 3.31

令和 5 年度　移住定住促進用中間管理住宅改修工事（小野）（機械設備） 小野 (有)土居電気工事 9,185,000 12/26 1.6 ～ 3.31

※予定価格 250 万円以上の工事・委託業務についてのみ公表しています。契約金額は、消費税及び地方消費税込みの金額。

令和 5 年度　  入 　 札 　 結 　 果 　（令和 5 年 12 月実施分）

環境水道課　📞📞２２－３１１９　

大正地域振興局 町民生活課　📞📞２７－０１１２

十和地域振興局 町民生活課　📞📞２８－５１１２

新聞紙はリサイクル後に新聞用紙、印刷用紙、ボール箱、絵本や週刊誌の用紙になります。四万十町で

の排出方法は、折り込みチラシを除いた新聞紙のみを紐で十字に縛って排出してください。濡れると

リサイクルできなくなりますので雨の日は排出をご遠慮いただくか、ビニール袋に入れて濡れないよう

排出するご協力をお願いします。

戦没者遺族相談員について戦没者遺族相談員について

　四万十町担当の戦没者遺族相談員に、令和５年１０月１日付で、坂本功氏が任命されました。

　戦没者遺族相談員は、厚生労働大臣より任命を受け、戦没者遺族に係る各種年金、給付などの受給に関する

ことなど幅広い相談に応じています。

　ぜひお気軽にご相談ください。 坂本　功　委員（七里甲1227番地）

📞📞　23-0148

任期：令和７年９月３０日まで

【お問い合わせ先】

町民課 📞📞22-3117　大正地域振興局 町民生活課 📞📞27-0112　十和地域振興局 町民生活課 📞📞28-5112　興津出張所 📞📞25-0001

戸籍の取得など、便利に！

②戸籍謄抄本の提出不要化

戸籍の届出（婚姻届や養子縁組届など）、

社会保障（児童扶養手当や国民年金など）

手続きの際に、戸籍謄抄本の提出が不要と

なります。

※ケースによっては、引き続き添付が必要な場合
もあります。

①戸籍の広域交付

四万十町以外に本籍地がある方でも、四万十町役場の窓口で、

戸籍の取得が可能になります。

※抄本（個人事項証明書）、一部事項証明書は取得できません。

父 母

本 兄

子

配

本人、配偶者、父母・祖父母など

（直系尊属）、子・孫など（直系卑属）

※兄弟姉妹は直系ではないので、原則
取得できません。

取得できる方

窓口に持ってくるもの

顔写真付きの身分証明書（マイ
ナンバーカード、運転免許証など）

法務省
ホームページ

詳しい内容については、法務省

ホームページ「戸籍法の一部を

改正する法律について（令和６

年３月１日施行）」でご確認くだ

さい。

戸籍法の一部の改正に伴い、令和６年３月１日から、次の制度が始まります。

【お問い合わせ先】

● ● ● ● ●新聞紙の リ サ イ ク ル

四万十町通信ー令和6年2月号四万十町通信ー令和6年2月号 89


